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狭義招集

株 主 各 位 証券コード  5020

2026年6月3日

東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 1 番 2 号

代表取締役 社長執行役員 宮 田 知 秀

■１  日　　時 2026年6月25日（木曜日）午前10時（受付開始　午前9時）

■２  場　　所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
パレスホテル東京　2階　｢葵｣

■３  目的事項 報告事項 1. 第16期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の
内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第16期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の
内容報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第16回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　株主の皆様におかれましては、当日ご来場されない場合は、後記の株主総会参考書類をご検討ください
まして、書面または電磁的方法（インターネット等）によって事前に議決権をご行使賜りますようお願い
申し上げます。
　なお、本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について
電子提供措置をとっています。電子提供措置事項の閲覧に関する詳細につきましては、本招集ご通知６ペ
ージをご参照いただきますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

記
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議決権行使案内

■４  議決権の行使に関する事項

　
電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使していただく方法

次ページの 　インターネットによる議決権行使について
　

をご参照の上、ご行使ください。

行使期限 2026年６月24日(水曜日) 午後５時30分まで

インターネットによる議決権行使は、次のいずれかの方法によって可能です。
① QRコードを読み取る方法「スマート行使」
② 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

　

機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

　
書面によって議決権を行使していただく方法

行使期限 2026年６月24日(水曜日) 午後５時30分到着分まで
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、切手を貼らずにご投函ください。

　

　
株主総会に当日ご出席していただく方法

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。日時・場所につきましては、前ペー
ジに記載のとおりです（末尾の｢株主総会会場ご案内図｣をご参照ください。）。
なお、開始時刻・場所を変更する場合は、下掲の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

当社ウェブサイト https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/

 

■ 電磁的方法（インターネット等）または議決権行使書面により重複して議決権を行使された場合において、議決権の行使の内容が
異なるものであるときは、最後に到達した議決権の行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。なお、電磁的方法（イン
ターネット等）と議決権行使書面により重複して議決権が行使された場合において、同日に到達したときは、電磁的方法（インタ
ーネット等）による議決権の行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

■ 電磁的方法（インターネット等）により複数回行使された場合において、同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるもので
あるときは、最後に到達した行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

■ 議決権行使ウェブサイトのご利用に伴う通信料金等は、株主様のご負担となります。

■ 各議案について賛否の記載がない議決権行使書面が提出された場合は、賛成の意思の表示があったものとして取り扱わせていただ
きます。

■ 代理人によって議決権を行使される株主様は、本総会において議決権を行使することができる他の株主1名を代理人に選任して、
その議決権を行使されますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
■ 会場には手話通訳・車いすの方専用スペースの準備をしておりますので、必要な株主様は、当日、会場受付の係員にお知らせくだ

さい。
■ 会場には議決権を行使できる株主様以外の方はご入場いただけませんが、お体の不自由な株主様の同伴の方1名、盲導犬、介助

犬、聴導犬等は、ご入場いただけます。
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